毛呂山町建設工事における現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領
（趣旨）
第１条　この要領は、毛呂山町建設工事請負契約約款（平成９年毛呂山町告示第４４号）第１０条第３項の規定に基づく現場代理人の常駐義務の緩和措置の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
（常駐を要しない期間）
第２条　実質的に現場が稼働していない次に掲げる期間においては、現場代理人の現場への常駐を要しないものとする。
(1) 請負契約の締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの準備期間
(2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間
(3) 工事完成後、検査が終了し、事務手続又は後片づけ等のみが残っている期間
(4) 橋梁、ポンプ、ゲート又はエレベーター等の工場製作を含む工事の工場製作のみが行われている期間
（兼務対象工事）
第３条　次に掲げる条件を全て満たす工事は、合わせて２件まで現場代理人が兼務することができるものとする。ただし、発注者が安全管理上等の理由により、兼務することが適当でないと判断した場合は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体又は本町を構成員とする一部事務組合が発注した工事で、飯能県土整備事務所管内又は東松山県土整備事務所管内で施行されている工事
(2) 当初請負契約額が、１件当たり４，０００万円未満（建築一式工事にあっては８，０００万円未満）の工事
(3) 発注時点において現場代理人の兼務が認められている工事
２　前項の規定にかかわらず、同一敷地内における関連工事又は隣接する現場の関連工事においては、現場代理人を兼務することができるものとする。
（兼務対象工事の明示）
第４条　発注者は、前条第１項に規定する兼務対象工事を適用する場合には、入札公告又は指名通知書に記載するものとする。
（兼務を認める条件）
第５条　発注者は、第３条に規定する兼務対象工事において、次に掲げる条件を全て満たす場合は、現場代理人の兼務を認めるものとする。
(1) 発注者との連絡体制が確保されていること。
(2) 兼務する工事現場のいずれかに必ず常駐していること。
(3) 必要に応じて現場代理人の代行者を配置するなど、安全管理及び現場の取締りに支障が生じないこと。
（兼務の手続）
第６条　発注者は、受注者に現場代理人の兼務届（様式第１号）を提出させなければならない。
（兼務の取消）
第７条　発注者は、現場代理人の兼務に関する手続において虚偽があった場合には、現場代理人の兼務を取り消すものとする。
２　発注者は、受注者の連絡体制の不備等現場代理人の兼務に支障があると認めた場合には、兼務を取り消すことができる。
（安全管理等）
第８条　発注者は、現場代理人を兼務したことによる安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、工事現場における安全管理及び工程管理について、受注者により一層の配慮を求めなければならない。
（その他）
第９条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
　　附　則
　この要領は、平成２５年９月１日から適用する。

　この要領は、平成２８年６月１日から適用する。
　この要領は、令和５年４月１日から適用する。

